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公立大学法人公立千歳科学技術大学 令和４年度計画対比表

中期目標 中期計画 令和４年度計画

はじめに

公立千歳科学技術大学（以下「科技大」という。）は、

科学技術を中心に人類の繁栄と技術革新への対応という観

点から、未知へ挑戦する研究や豊かな人間性を備えた有能

な人材を育成することを大学設置の趣旨として、平成１０

年４月に「公設民営」方式によって設置された千歳科学技

術大学を母体としている。

科技大は、人格に優れ、次代の日本を担う自立心と人間

力に満ちた社会人を育成し、優れた技術者を輩出するとと

もに、学術・技術の振興に努める。さらに、千歳市におけ

る知の拠点として、将来にわたって地域と共生し、産業経

済の発展に寄与することを目的として、平成３１年４月に

公立大学法人として出発する。

この目的を達成するため、次のとおり中期目標を定める

。

基本的な目標

・人材育成

理工学分野における教育研究環境を整備して、情報技術

を共通のリテラシー※１として具備する将来を担う優れた技

術者を育成し、地域社会ひいては国際社会の発展に貢献す

るグローバルな視野を持った人材の輩出を目指す。

※１ リテラシー：知識を活用して問題を解決する能力の

こと。習得した知識を現実の問題に活用できる能力を

いう。

はじめに

公立千歳科学技術大学の前身である千歳科学技術大

学は、千歳市が母体となる公設民営大学として平成

１０年に発足した。

千歳科学技術大学の開学から２０年以上を経過する

中で、情報化や少子化の急速な進展など、大学を取り

巻く環境は大きく変化した。

このような環境下で、優れた人材育成と地域社会に

貢献できる大学として存続するために、新たに教育改

革、地域貢献構想の提案、経営形態の変更による大学

改革を行うこととし、平成３１年４月、公立大学法人

公立千歳科学技術大学が開学した。

公立千歳科学技術大学の目的は、理工学分野をはじ

めとする幅広い教育と研究を通して高い知性と優れた

人格を有する、世に有為なる人材を育成するとともに

、学術・産業の振興に貢献し、知の拠点として地域と

の共生を通して、地域ひいては国際社会の発展に寄与

することである。

また、公立大学法人公立千歳科学技術大学の中期目

標では、理工学分野における教育研究環境を整備して

、情報技術を共通のリテラシー＊1として具備する将来

を担う優れた技術者を育成し、グローバルな視野を持

った人材の輩出を目指すことと、大学で学ぶ若者の「

知力、体力、発信力」が、将来にわたり千歳のまちづ

くりの活力となるよう、地域に根ざした貢献活動を展

開することが求められている。

中期目標及び中期計画に基づく令和４年度の年度計

画を次のとおり策定する。

参考資料６
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

・地域貢献

千歳市における知の拠点として地域と共生し、科技大で

学ぶ若者の「知力、体力、発信力」が、将来にわたり千歳

のまちづくりの活力となるよう、地域に根ざした貢献活動

を展開する。

１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織

（1）中期目標の期間

平成３１年４月１日から令和７年３月３１日まで

（２０１９年４月１日から２０２５年３月３１日まで）

（2）教育研究上の基本組織

ア 学部

学 部 学 科

応用化学生物学科

理工学部 電子光工学科

情報システム工学科

イ 大学院

研究科 専 攻 課 程

理工学研究科 理工学専攻
博士前期課程

博士後期課程

これらの目標を実現するため、大学経営にあたって

は、理事長（学長）のリーダーシップの下で戦略的か

つ機動的に大学を運営できる体制を構築し、次のとお

り中期計画を策定する。

１ 中期計画の期間

中期計画の期間は、平成３１年４月１日から令和

７年３月３１日（２０１９年４月１日から２０２５

年３月３１日）までの６年間とする。

１ 令和４年度年度計画の期間

年度計画の期間は、令和４年４月１日から令和５

年３月３１日までの１年間とする。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

２ 教育研究等の質の向上に関する目標

（1）学生の受入れに関する目標

アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）を明確

に定め、多面的な評価による入試の推進と国の入試制度

改革への対応を行うとともに、受験生の利便性への配慮

など、受験環境の改善を進め、意欲ある学生の確保に努

める。また、留学生や社会人等、多様な人材の受入れを

推進するための検討を行う。

２ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するた

めの措置

(1) 学生の受入れに関する目標を達成するための措置

ア 本学が求める入学者を確保するため、主に知識

や思考力を評価する一般選抜のほか、総合型選抜
＊2、学校型推薦選抜を実施する。

① 総合型選抜では、小論文、課題、調査書、面

接試験などにより多面的な評価を実施する。

② 学校型推薦選抜については基礎学力を担保し

た上で、調査書及び面接試験を通じて、求める

入学者確保を可能とする評価を実施する。

イ 効果的な広報活動・学生募集活動を実施すると

ともに、受験者の試験会場等の利便性にも配慮す

る。

ウ 国の入試制度改革にあわせて遅滞なく本学の入

試制度を改革する。

２ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するた

めの措置

(1) 学生の受入れに関する目標を達成するための措置

ア アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）に

基づく入学者を確保するため、主に知識や思考力を

評価する一般選抜＊１のほか、総合型選抜＊１、学校推

薦型選抜＊１を実施する。

① 総合型選抜＊２では、前年度の内容を検証し、必

要に応じて実施方法・評価方法等を見直し、「主

体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」を

重視する選抜を行う。

② 学校推薦型選抜では、千歳地区、全国の区分で

選抜を行うこととし、基礎学力を担保するため、

学校長推薦書及び調査書の提出のほか、試験日に

は面接試験や数学の基礎学力検査を課す。また、

前年度推薦入試の内容を検証し、必要に応じて実

施方法・評価方法の見直しを行う。

イ 広報・学生募集活動として、オープンキャンパス

については、コロナ禍の状況を踏まえ、Web 型・来

場型で実施するとともに、出張授業、進学相談会、

高校訪問等を行う。なお、進学相談会については、

道内のほか東北地区を重点地域に定め、積極的に参

加する。また、一般選抜試験の前期日程では、本学

以外の試験会場を道内外に設置する。

ウ 国の入試制度改革に合わせ、令和６年度入学者選

抜制度概要（予告）について検討し、速やかに本学

ホームページで公表する。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

（2）教育に関する目標

ア 学部教育に関する目標

  幅広い基礎的学力と、共通基盤となる数理情報系ス

キルを修得し、その上で専門分野における融合的な理

工学の知識と実践的な技術を身に付けた人材を育成す

る。併せて、千歳を題材とした授業科目の導入などに

より、フィールドワークを含む学修を通して社会人基

礎力を身に付け、どのような業種に進んだ場合におい

ても柔軟に適応でき、生涯にわたって学び続ける力を

有し、広く社会で活躍できる人材の育成を目指す。

エ 留学生及び社会人の学修を可能とする受入れ体

制の整備に向けた検討を行い、受入れに向けた基

本的な計画を本中期計画期間中に立案する。

【指標】

(1) -1  令和２年度以降入学定員を満たし、令和３

年度以降継続して収容定員充足率１００％を

確保する。

(1) -2  留学生及び社会人の学修を可能とする受入

れ体制の基本計画を本中期計画期間中に立案

する。

(2) 教育に関する目標を達成するための措置

ア 学部教育に関する目標を達成するための措置

① 特色ある教育システムの確立

①-1 人間性に資する教養教育に加えて幅広い

理工系素養の修得と、専門分野にかかわら

ず数理情報系スキルの活用力を強みとする

人材の育成を可能とする学部共通科目、専

門科目を体系的に配置する。

①-2 専門科目では、各学科に履修プランを設

定し、一つの分野を重点的に、またはいく

つかの分野を融合的に履修可能にする。

①-3 カリキュラムの体系を示すカリキュラム

マップを作成し、わかりやすく明示する。

   ①-4 大学としてディプロマ・ポリシー（ＤＰ

）＊3に沿ったコンピテンシー＊4を定義し、

エ 留学生及び社会人の受入れ体制に関する基本計

画の立案に向け、ワーキンググループで基本事項の

整理を行う。

【指標】

(1) -1  令和５年度入学者数を定員充足率１００％に

する。

(1) -2  留学生及び社会人受入れ体制についてワーキ

ンググループでの協議を継続し、計画立案に向

けた基本的な事項を整理する。

(2) 教育に関する目標を達成するための措置

ア 学部教育に関する目標を達成するための措置

① 特色ある教育システムの確立

①-1 新カリキュラム（幅広い理工系素養と数理

情報系スキルの活用力を修得する科目編成）

を継続して適用するとともに、令和３年度に

文部科学省から認定された数理・データサイ

エンス・AI教育プログラム（リテラシーレベ

ル）を令和４年度入学者にも適用していく。

①-2 ①-3 一つの分野を重点的に、または各分

野を融合的に学修できるカリキュラムを令

和４年度入学者に対しても適用し、合わせて

ガイダンス等でカリキュラムマップ＊３によ

る履修の流れを説明する。

①-4 教育内容の質保証を行うため、各科目のシ

ラバス＊４に学生が獲得すべきコンピテンシ
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

教員一人ひとりがシラバス＊5を通じて学生

が獲得すべきコンピテンシーを明示する。

（教育内容の質保証）

     ①-5 学生自らが正課及び正課外を通じた学修

成果（ＤＰに沿ったコンピテンシーを含む

）についてポートフォリオ＊6を通じて可視

化する。（学修成果の可視化）

①-6 上記の教育改革を進めつつ、その検証と

学生並びに社会ニーズの動向を適宜把握し

、学部学科のあり方を検討する。

② 社会人基礎力及び学び続ける力の育成

②-1 言語リテラシー（日本語運用）科目を新

設し、学生の日本語運用能力の向上を図る

。

②-2 １年次に地域を題材として学ぶ科目(｢千

歳学｣及び｢地域課題プロジェクト｣)を履修

することで、早くから社会との関わりを通

じた意識付けを図り、問題解決に取組む主

体性やチームで物事を進める協働性等、人

間力を高め、生涯にわたって学び続ける力

が身に付くよう教育する。

ー＊５項目（学修成果評価項目、９項目）とそ

の割合・評価方法を明示する。

①-5 e-ポートフォリオ＊６による学修成果の可

視化について、これまで試行的に実施してき

た結果を分析するとともに、本格運用に向け

た準備を行う。

①-6 幅広い基礎的学力と数理情報系スキルの

修得、専門分野における融合的な理工学の知

識と実践的な技術の修得を目的とした新カ

リキュラムを令和４年度以降の入学者にも

適用し、運用していく。また、学修支援や学

部学科のあり方については、学長のリーダー

シップのもと、IR委員会＊７やタスクグループ

で、教育運営のために必要な様々なデータの

収集や分析結果に基づいた検討を行う。

② 社会人基礎力及び学び続ける力の育成

②-1 新カリキュラムに基づき、日本語運用能力

向上を目的とした言語リテラシー＊８１及び

言語リテラシー２の２科目を必修科目とし

て開講する。

②-2 １年次に、地域を題材として問題解決能力

やチームで物事を進める協働性等を培うため

の科目となる「千歳学」と｢地域課題プロジェク

ト｣＊９を開講する。なお、｢地域課題プロジェク

ト｣については、新棟に設置したラーニング・コ

モンズ＊10等で実施する。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

イ 大学院教育に関する目標

理工学における高度な教育研究を通して、高い専門

性を有し、広範囲な知識に基づく総合力に裏打ちされ

た人材の育成を目指す。

前期課程では、理工学の専門分野における知識と幅

広いスキルを身に付け、科学技術の課題解決に対する

意識を持ち、十分なコミュニケーション能力及びプレ

ゼンテーション能力のある理系職業人の育成を目指す

。

後期課程ではさらに、専門分野における先端的な研

究開発活動の経験を十分に積み、研究開発機関等にお

いて柔軟性をもって先導的な役割を果たせる人材の育

成を目指す。

③ 教育内容の充実

   ③-1 学部共通基盤系科目を中心にグループワ

ーク及びＩＣＴ＊7を活用した授業を推進し

、全学的に拡大を図る。

③-2 上記の推進にあたり、ＰＣ教室、ラーニ

ング・コモンズ＊8の整備及び情報機器やネ

ットワークなどＩＣＴ環境の整備のため更

新計画を策定する。

③-3 全科目を対象に、教職員向けの授業公開

を定期的に行い、授業改善を推進する。

以上、学部教育に関する目標を達成するため、数理

情報系など学部共通科目担当教員及び情報セキュリテ

ィなど専門科目担当教員等の教職員増による体制強化

を実現する。

イ 大学院教育に関する目標を達成するための措置

① 高い専門性を涵養するため、実験や解析を中

心とした高度な研究活動を指導する体制を整え

る。

② 学部の新カリキュラムに連動して、新カリキ

ュラム編成を行い、大学院における研究のベー

スとなるデータ分析等数理情報活用にかかわる

科目や、学部で学んだ専門領域外の実験科目の

配置により、広範囲の知識に基づく総合力が身

に付くよう指導する。

③ 科学技術の課題解決に対する見識と専門技術

を培うために、製品開発や知的財産に関する学

③ 教育内容の充実

③-1 新カリキュラムに基づき、グループワーク

及びＩＣＴ＊11を活用した授業を実施する。

③-2 ＰＣ教室のリプレイスを実施するととも

に、図書館環境の充実（学術論文検索）に努

める。

③-3 授業改善に向け、ＦＤ委員会＊12の開催及び

教職員向けの授業公開を実施する。

イ 大学院教育に関する目標を達成するための措置

① 高度な研究活動を指導する体制、さらには高度

な技術的課題の解決力を養成できるカリキュラ

ムになっていることを検証する。

②、③ 大学院における新カリキュラムについて、

具体的な検討を行う。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

際系科目＊9を配置する。

④ コミュニケーション能力及びプレゼンテーシ

ョン能力を涵養するため、研究成果の積極的な

学会等への発表、特に英語での発表を指導し、

英文要旨を大学紀要等に掲載する。

⑤ 後期課程では卒業後に研究機関等において、

柔軟性をもって先導的な役割を果たす能力を培

うために、異分野の主査、副査教員が連携した

指導体制を整える。

⑥ 大学院進学率の増加を図るとともに、進学希

望者の推移をみながら、組織・体制の充実案を

検討する。

【指標】

(2) -1  学部及び大学院における新カリキュラムの

実施及びカリキュラムマップを全学科及び研

究科単位で作成（カリキュラムマップの作成

は、平成３１年度及びカリキュラム変更の都

度行う。）

(2) -2  専任教員ＳＴ比*10（常勤教員１人当たり学

生数の割合）を本中期計画期間中に収容定員

に対して１９以下とする。

(2)- 3  研究科博士前期課程の大学院生の英語によ

る学会等への発表実績を本中期計画期間中に

１００％にする。

(2) -4  本学の大学院への進学率を本中期計画期間

中に卒業生の１０％以上にする。

④ 博士前期課程学生に対して、英語によるプレゼ

ンテーションの指導を強化し、学会での口頭発表

を督励する。また、学位論文の英文要旨を大学紀

要＊13等に掲載する。

⑤ 博士後期課程学生の副査に他学科教員を加え、

指導を行う体制を構築する。

⑥ 大学院進学率の増加に伴い、大学院研究室の運

営体制の充実について検討を行う。

【指標】

(2) -1 学生支援・教育センター教員等が履修対象者

に対し、学部及び大学院のカリキュラムマップ

を活用しながら、各科目の関連性について説明

する。

(2) -2 専任教員ＳＴ比＊14(常勤教員１人当たり学生

数の割合）を収容定員に対して２１以下とす

る。

(2) -3  博士前期課程科目「English Presentation 

Skills」の履修を推奨し、履修者数を前年度実

績以上とする。

(2) -4 キャリア進路ガイダンスでの大学院進学の推

奨、大学院学生による進学体験談の講演等を通

じて、大学院への誘引策を講じる。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

（3）研究に関する目標

研究実績豊富な教員の確保及び若手研究者の育成を行

うとともに、多様な研究テーマの発掘や共同研究の推進

、科学研究費助成事業※２等の競争的外部資金※３の獲得に

取り組み、研究活動の向上を目指す。

※２ 文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会が実

施する助成事業

※３ 客観的かつ厳正な審査を経て選択的に配分される

学外の研究資金

(3) 研究に関する目標を達成するための措置

ア 研究ポテンシャルの向上に向けて、研究科におけ

る専攻の見直しを含む研究体制と新規採用、人員配

置の見直しを行う。併せてサバティカル制度*11等､

学外での研鑽のあり方を検討する。

イ 外部機関との交流や国際学会、研究会の開催を行

うとともに、産学官金連携を深め、共同研究や受託

研究の実績向上に向けた施策を立案する。

ウ 学内研究プロジェクトの設定など、学長のリーダ

ーシップの下に研究費の配分を可能とする制度設

計を行う。

エ 科研費*12など競争的外部資金*13導入促進のため

の教員への情報提供、提案の拡充、科研費提案書の

書き方講座の開催等、研究支援体制を充実する。

オ 研究環境整備を行うための必要な研究施設・機器

等の状況を把握し、更新整備計画を策定する。

カ 地域との連携を図る『スマートネイチャーシティ

ちとせ(Smart Nature City ちとせ)』(以下｢ＳＮ

Ｃ｣という｡)*14構想を具体化する研究課題を発掘

する。

【指標】

(3) -1  大学院を含む研究体制、組織見直し計画を

本中期計画期間中に策定する。

(3) 研究に関する目標を達成するための措置

ア 研究体制、教員の新規採用及び人員配置の見直し

について検討を進める。また、サバティカル制度＊15

など学外での研鑽のあり方について調査を継続す

るとともに、制度導入に向けた課題等を整理する。

イ  国際フォーラム（ＣＩＦ）等の開催を通じ、外部

の研究機関・大学との交流を深めるとともに、共同

研究や受託研究の実績向上を図るため、技術系展示

会・講演会への参加、さらには地域連携センターに

構築する連携ネットワークを活用する。

ウ 研究への取組を支援するとともに、学外研究費を

獲得するため、学長のリーダーシップのもとで研究

費を配分する制度を継続運用する。

エ 競争的外部資金＊16導入を促進するため、教員に情

報提供を行うとともに、外部資金獲得に向けた応募

申請書の書き方や添削等に関する学内研修会を開

催する。

オ 学内の研究施設・機器等の状況を把握し、必要に

応じて更新整備計画の見直しを行う。

カ 多様な研究テーマを発掘するため、地域連携セン

ターに構築する連携ネットワークを活用し、ＳＮＣ

構想＊17の具体化に向けた検討を行う。

【指標】

(3) -1  将来の大学院組織改組に向けて進学希望学生

数の調査を行い、その結果をもとに研究及び指
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

（4）学生及び卒業生への支援に関する目標

健康管理や生活支援、就学支援、進路支援など、支援

体制を整備し、全ての学生が健康で充実した学生生活を

送れるようにサポートする。

地元企業を含め、幅広い分野における企業でのインタ

ーンシップの拡大やキャリア教育を強化し、ミスマッチ

のない進路選択を可能にする。また、卒業生に対しては

、同窓会活動などのネットワークを活性化させ、在学中

に築いた同窓生同士や教員、科技大、千歳市との絆を強

めることができるよう支援を行う。

(3) -2  共同研究や受託研究の実績を本中期計画期

間中に年２０件以上にする。

(4) 学生及び卒業生への支援に関する目標を達成する

ための措置

ア 学生の支援に関する措置

① 健康管理や生活支援、就学支援等に関して、学

生のニーズを的確に把握し実施する。

② 就職支援・キャリア教育の充実を図るため、次

の施策を実施する。

②-1幅広い分野のインターンシップ受入れ企

業拡大に向けた活動を行う。

②-2 キャリアアドバイザーによる就職相談

・助言等の就職支援体制を充実する。

導の体制等について検討する。

(3) -2  共同研究や受託研究の実績を年２０件以上に

する。

(4) 学生及び卒業生への支援に関する目標を達成する

ための措置

ア 学生の支援に関する措置

① 学生のニーズを把握し、健康管理や生活支

援、就学支援等を行うため、次の施策を実施す

る。

①-1 学生ニーズを把握するため、「学長への

手紙＊18」、「学生生活アンケート調査」を実

施するとともに、学生と学長との懇談を行

い、可能な限り学生ニーズの実現に努める。

①-2 学生が利用する食堂の早期再開を実現

するとともに、売店の充実化についても検討

する。

② 就職支援・キャリア教育の充実を図るため、

次の施策を実施する。

②-1 インターンシップの受入れ企業拡大に

向け、前年度に実施した各企業等の意向調査

及び学生の意識調査の結果をもとに、効果の

高い企業訪問等を展開する。

②-2-a  就職活動を行っている学生及び活動

が停滞している学生の状況を把握しながら、

キャリアアドバイザーによる積極的な支援

を展開する。また、インターンシップ参加希

望学生をキャリアアドバイザーにつなぎ、助
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

③ 起業マインドを持った卒業生・在校生の育成・

支援を図るため、起業した卒業生等の講話や起業

に必要な知識を習得する機会を設定する。

イ 卒業生への支援に関する措置

① 継続的に卒業生調査を実施し、ＳＮＳや研究

室のネットワークの活用などにより卒業生のネ

言を行う。

②-2-b キャリア教育を強化する取組の一つと

して、１・２年生からのインターンシップ実

施について検討を行う。また、２・３年生に

実施したアンケート調査（令和３年度実施）

結果も踏まえつつ、１・２年生から３・４年

生にかけて体系的な学修内容となるように、

担当教員及びキャリアセンター教員による

検討を行う。

②-2-c １・２年生には、早い段階から就職を

意識させるため、キャリアアドバイザーによ

る就職相談・助言について積極的なＰＲを行

う。また、キャリアアドバイザーによる支援

内容や体制等について適宜見直しを検討す

る。

   ③ 起業マインドを持った卒業生・在校生の育

成・支援を図るため、次の施策を実施する。

③-1  起業への興味・関心度について、１・２

年生を対象にアンケート調査を行い、起業マ

インドを育成するための機会創出を検討す

る。

③-2  起業に必要な知識習得を目的とするセミ

ナーや起業した卒業生の講話を実施する。こ

のほか、セミナー等の参加者にアンケート調

査を行い、次年度の実施内容を検討する。

イ 卒業生への支援に関する措置

①  卒業生のネットワーク強化を図る。

①-1 各研究室のネットワークを活用し、卒業生
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

３ 地域社会等との連携・協力に関する目標

（1）地域の知の拠点としての取組に関する目標

ットワーク強化を図る。

② 同窓会の組織強化及び活性化に向け支援する。

②-1定期総会の他、親睦を図るためのイベント

等の企画・実施、学内情報や千歳市のトピッ

クを含めた情報を発信していくための支援

を行う。

②-2 支部の設立及び活動を支援する。

【指標】

(4) -1 インターンシップの千歳市の受入れ事業所

数を、年４０事業所以上とする。

(4) -2 就職希望者就職率は、毎年１００％を目指

す。

３ 地域社会等との連携・協力に関する目標を達成す

るための措置

(1) 地域の知の拠点としての取組に関する目標を達成

が相互に交流できる機会の提供について調査・

検討を行う。

①-2 卒業生とのネットワーク構築に向け、令

和２年度卒業生が就職した企業に対して在籍

状況調査を行い、強化策の検討に役立てる。

② 同窓会の組織強化及び活性化に向けた支援を

行う。

②-1-a  同窓生と教員及び在学生が交流する機

会を設定するとともに、交流会参加者に対する

アンケート調査を行い、次年度の同窓会の開催

内容等を検討する。

②-1-b  同窓会会員に学内情報や千歳市のトピ

ック情報を発信するとともに、発信内容等に関

するアンケート調査を行い、発信の方法・手段

等を検討する。

②-2 関東方面での支部設立、会員相互が交流で

きる機会を設けるため、準備委員会の運営を支

援する。

【指標】

(4) -1 インターンシップの千歳市内の受入れ事業所

数を年３４事業所以上とする。

(4) -2 就職希望者の就職率１００％を目指す。

３ 地域社会等との連携・協力に関する目標を達成す

るための措置

(1) 地域の知の拠点としての取組に関する目標を達成
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

ア 地域貢献の充実に関する目標

子どもを対象とした理科実験事業や幅広く市民を対

象とした生涯学習の場の提供をはじめ、教育、国際交

流、産学連携等、様々な分野における地域のニーズに

応じた事業の充実を目指す。

イ 地域連携・地域課題の解決に関する目標

科技大が有する人材と知恵を千歳のまちづくりに展

開し、市及び市内の各種団体、企業等と連携して様々

な分野における地域課題の解決に向けた取組を行い、

地域の発展に寄与する。

するための措置

ア 地域貢献の充実に関する目標を達成するための

措置

① 大学の情報発信活性化を図るため、理科実験

授業や公開講座等の市民向けイベントの内容、

規模等について、市民のニーズに合ったイベン

トを企画、開催する。

② 教職員の学会活動や人脈を利用して、地域外

の専門家や有識者と市民が交流する機会を提供

する。

イ 地域連携・地域課題の解決に関する目標を達成

するための措置

ＳＮＣ構想をもとに、魅力ある地域創成に資す

る知的拠点を形成し、まちづくりの支援を図るた

め、次のことを実施する。

① ＳＮＣ構想の推進と、地域の課題に対応する

組織として地域連携センターを設置し、技術的

課題の把握及び解決に向けた支援を担当するコ

ーディネーターを配置する。

② 地域の連絡調整を協議するための連携ネット

ワークを構築する。

【指標】

(1) -1  公開講座の内容の満足度を年平均７５％以

上にする。

するための措置

ア 地域貢献の充実に関する目標を達成するための

措置

① 「理科工房」＊19による小中学生向けの理科実験

授業や広く市民を対象とした公開講座を開催す

るほか、地域連携センター主催による講演会等も

実施する。さらには、市民ニーズに合致した公開

講座等を開催するため、公開講座や講演会等の参

加者に対するアンケート調査を行う。

② 地域外の専門家や有識者と市民が交流する機

会を提供するため、ＳＮＣコンファレンス等にお

いて、市民向けの特別講演会の開催やポスター展

示等を行う。

イ 地域連携・地域課題の解決に関する目標を達成す

るための措置

ＳＮＣ構想をもとに、魅力ある地域創成に資する

知的拠点を形成し、まちづくりの支援を図るため、

次のことを実施する。

① 地域連携センターにおいて、ＳＮＣ構想を推進

するとともに、技術的課題の把握、地域の課題を

調査する産学官連携コーディネーターを配置す

る。

② 地域連携センターが設置する「連携ネットワー

ク会議」を通じて、地域課題の解決に取り組む。

【指標】

(1) -1 公開講座の際に実施するアンケート調査結果

において、受講者の満足度平均を前年度実績以
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

（2）産業の振興に関する目標

市内企業等との連携を進め、共同研究や高度な設備・

ノウハウの提供を行うとともに、学内発ベンチャー企業

や地域産業に有益な人材を育成することで、千歳市の高

度技術産業の集積等に寄与する。

(1) -2  ＳＮＣ推進活動の一環として市・企業等と

の情報交流会を年４回以上とする。

(1) -3  技術的課題等の相談件数を年１０件以上と

する。

(1) -4  地域課題の分析及び課題解決に向けた取組

促進のための情報を年４回以上発信する。

(2) 産業の振興に関する目標を達成するための措置

地域産業との連携を強化して地域課題に対応でき

る人材の育成と地域産業の振興を図るため、次の施

策を実施する。

ア ＰＷＣ*15と連携して産学連携ネットワークを構

築し、産学連携の共同研究や地域の産学官連携プ

ロジェクトなど、国や地方自治体等の地域産業振

興施策等に参画する活動を積極的・組織的に支援

するとともに、地域におけるセミナーの開催や展

示会等への参加を積極的に行う。

イ 地域企業等と共同で行う研究・教育活動の推進

を通して起業マインドを持った人材の育成を図る

。

上（または年平均７５％以上）とする。

(1) -2  千歳市と情報交換を行うとともに、千歳工業

クラブやＰＷＣ＊20と連携した情報交流会の開催

回数を前年度実績以上（または年４回以上）とす

る。

(1) -3  地域連携センターに配置する産学官連携コー

ディネーターによる相談件数を年１０件以上と

する。

(1) -4 地域課題の分析及び解決に向けた取組促進の

ための情報発信回数を前年度実績以上（または年

４回以上）とする。

(2) 産業の振興に関する目標を達成するための措置

ア 地域産業との連携を強化し、地域課題に対応で

きる人材の育成や地域産業の振興を図るため、次

の施策を実施する。

① ＰＷＣが主催する「光テクノロジー応用懇談

会」を支援し、「ナノテク２０２２」などの展示

会に参加する。

② 千歳市の高度技術産業の集積等に寄与するた

め、市内の企業等に高度な設備・ノウハウを提供

する。

イ 企業との共同研究・教育活動を通じて起業マイ

ンドを意識させる。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

（3）教育機関との連携に関する目標

ア 市内高等教育機関との連携に関する目標

市内の高等教育機関の中心となって相互連携を深め

、各高等教育機関及び学生の活動の幅を広げることに

より、まちの発展に寄与する。

イ その他の教育機関との連携に関する目標

高大連携や、他大学との連携に関する体制の整備と

情報交換の充実を図ることにより、科技大の教育研究

力を向上させる。また、ｅラーニングによる他の地方

公共団体の教育委員会との連携等、教育コンテンツを

広く開放することにより、地域の学力向上を目指す。

ウ 地域連携センターがシンクタンク機能をもてる

ように、民間企業との共同研究成果等を蓄積して

、地域の企業等の課題解決を支援する。

【指標】

(2) -1  地域における研究・教育活動実績を本中期

計画期間中に年１０件以上にする。

(2) -2  セミナー、展示等の開催実績を年２回以上

とする。

(3) 教育機関との連携に関する目標を達成するための

措置

ア 市内高等教育機関との連携に関する目標を達成

するための措置

① 市内の高等教育機関で構成される高等教育連

携ネットワークを組織化し、連携のあり方、共

同事業について具体的に検討する。

② 市内学生間のネットワーク形成を促し、市内

各種活動への参加を図る。

イ その他の教育機関等との連携に関する目標を達

成するための措置

① 高大連携の基本的な枠組みの維持・発展のた

め、 eラーニングシステム*16の改善と、その評

価を的確に行うしくみを確立する。

ウ 地域の企業等が抱える課題を解決するため、地

域連携センターがシンクタンク機能の一端を担え

るように、研究成果等の蓄積を図る。

【指標】

(2) -1 地域連携センターにおいて実施する主体的

な地域プロジェクトや課題解決に向けた取

組実績を前年度以上とする。

(2) -2 研究開発をテーマにしたセミナー・展示会

等について、年２回以上の開催または出展を

行う。

(3) 教育機関との連携に関する目標を達成するための

措置

ア 市内高等教育機関との連携に関する目標を達成

するための措置

① 市内に立地する二つの高等教育機関及び千歳

市との連携方策として、まちライブラリー等を活

用した事業に向けた準備を開始する。

②  地域連携センターに構築する連携ネットワー

ク会議等を通じて、市内高等教育機関の学生によ

るイベント実施等について検討を行う。

イ その他の教育機関等との連携に関する目標を達

成するための措置

① 本学と連携協定を締結している高大連携校を

対象に 、e ラーニングシステム＊21の講習会を開

催する。また、高大連携校にコンテンツの評価を

依頼し、その結果に基づきコンテンツを修正す
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

（4）地域での学生の活躍に関する目標

② これまで進めて来た道内外の大学と連携した

教育力向上に関する取組や大学院単位互換制度

を基本とする連携、従来の個別大学との連携に

ついて、実績の評価を基に、内容の充実を図る

。また、新たな大学間連携に積極的に取組む。

②-1 eラーニングシステムを基本に市内の小

中学生を対象とした学力向上の取組や道内

の教育委員会と連携して北海道の特徴であ

る広域分散した環境下における教育の発展

充実に資する取組を実施する。

②-2 教員免許更新講習などの社会的要請の高

い事業については、相当の費用を求めて、

大学の人的・知的リソースを提供する。

【指標】

(3）-1   eラーニングシステムのリクエストに基づ

くコンテンツ改修件数を年１,５００件以上

とする。

(3）-2  学力向上に向けた地域の教育関係者との意

見交換会の開催を年１回以上とする。

(4) 地域での学生の活躍に関する目標を達成するため

る。

② これまで進めてきた道内外の大学との教育力

向上に関する取組や大学院単位互換制度を基本

とする連携、さらには従来の個別大学との連携に

ついて、実績の評価を行う。また新たな大学間連

携について積極的に取り組むとともに、従来の連

携大学とは、教育力向上に向けた協議や情報交換

を行い、内容の充実を図る。

②-1 千歳市教育委員会とは市内の小中学生を

対象とした学力向上の取組として、また北海

道教育委員会とは広域・分散した環境下にお

ける教育の発展・充実を図ることを目的に、

e ラーニング教育システムの普及・拡大に向

けた支援を積極的に行う。

②-2 社会的要請の高い事業について調査・研究

を進め、費用対効果を踏まえながら実施に向

けた検討を行う。

【指標】

(3) -1 ＣＢＴ（コンピューター・ベースト・テスト）
＊22教材を利用した授業実践に必要な教材を

作成するとともに、コンテンツ作成の改修数

を年１,５００件以上とする。

(3) -2  学力向上に向け、千歳市教育委員会及び北

海道教育委員会との意見交換会の開催回数を

前年度実績以上（または年１回以上）とする。

(4) 地域での学生の活躍に関する目標を達成するため
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

ア 学生の市内居住に関する目標

住まいなど、学生の市内生活に必要な千歳市の情

報を提供し、学生の地域での活動をサポートする。

イ 学生の活躍の場の創出に関する目標

学生の地域活動を教育の一環として取り組み、学生

がまちなかで活躍できる仕組みづくりを行い、若者が

持つ「知力、体力、発信力」をまちの活力につなげる

。

４ 国際交流に関する目標

（1）学生の海外機関との連携に関する目標

恒常的な学生の海外派遣及び留学生の受入れを可能に

するため、組織体制や環境の整備に向けた取組を推進す

の措置

ア 学生の市内居住に関する目標を達成するための

措置  

  市内関係機関と協力して組織的に市内居住情報

やボランティア活動、アルバイト等市内での活動

に資する情報の提供などを行う体制を充実する。

イ 学生の活躍の場の創出に関する目標を達成する

ための措置

① 地域を題材とした授業｢千歳学｣、｢地域課題プ

ロジェクト｣等の設定及び活動の拠点を確保して

、地域を学生の学びと活躍の場に位置づけ、地

域への理解促進と地域課題への対応を行う。

② 理科工房*17や学習ボランティア*18など学生の

学びやサークル活動を幅広く市内で行うととも

に、活動の拠点を確保する。

【指標】

(4) -1  関係団体との意見交換会の開催を年２回以

上とする。

(4) -2  理科工房や学習ボランティアなど学生の学

びやサークル活動の市内における活動実績を

年５０回以上とする。

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置

(1) 学生の海外機関との連携に関する目標を達成する

ための措置

ア 教職員、特に関係業務を担当する事務職員の英

の措置

ア 学生の市内居住に関する目標を達成するための

措置

市内の住居情報やボランティア活動に関する情

報の提供体制のあり方について、関係団体等と協議

する。また、市内及び近郊の企業等から寄せられる

アルバイト求人情報を速やかに提供する。

イ 学生の活躍の場の創出に関する目標を達成する

ための措置

① 「千歳学」を開講するとともに、地域の理解を

さらに深めるため、「地域課題プロジェクト」を

開講する。

② 学生活動を市内で展開するとともに、市内高等

教育機関及び千歳市と活動拠点の形成について

検討を行う。

【指標】

(4) -1 市内の関係団体との意見交換を年２回以上

行い、地域のニーズを把握する。

(4) -2  理科工房による実験授業や市内小中高等学

校への学習ボランティア＊23などの派遣実績

を年５０回以上とする。

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置

(1) 学生の海外機関との連携に関する目標を達成する

ための措置

ア 事務職員の英語力向上に資するＳＤ＊24活動を行
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

るとともに、海外大学等との連携を強化し、学生の交流

実績拡大を目指す。

（2）教職員の海外機関との連携に関する目標

海外大学等との連携を強化し、協定締結を推進するこ

とにより、科技大の教育研究力の向上を目指す。

５ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

（1）運営体制の改善に関する目標

理事長（学長）のリーダーシップの下で戦略的に大学

を運営できる体制を構築し、教職員が一丸となって継続

的に大学運営の改善に取り組む。

語力の向上を目指したＦＤ*19/ＳＤ*20活動を行う。

イ 市内及び近隣の関係機関と連携し、留学生に関

する情報交換・情報共有を行う。

【指標】

(1) -1 提携大学数を本中期計画期間中に５大学以

上にする。

(2) 教職員の海外機関との連携に関する目標を達成す

るための措置

ア 現在、提携しているドイツ、韓国の大学との交

流関係を強化するとともに、今後積極的に新たな

提携・協力先の拡大を図る。

イ 評価の高い国際会議で採択された者への支援策

や海外との共同研究に関する外部資金の獲得を積

極的に促進するための方策を検討する。

【指標】

(2) -1  海外の提携・協力先機関を本中期計画期間

中に５機関（大学を含む）以上にする。

５ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成す

るための措置

(1) 運営体制の改善に関する目標を達成するための措

置

ア 理事長（学長）が法人経営及び教育研究の総責

任者として強いリーダーシップを十分に発揮し、

う。

イ 市内外の関係機関から留学生に関する情報を収

集する。

【指標】

(1) -1  海外大学との提携について調査を行い、連

携校を増やす。

(2) 教職員の海外機関との連携に関する目標を達成

するための措置

ア 本学と教育・研究分野において関連がある海外

大学と新たな連携について検討する。

イ 大きな国際会議で論文等が評価された者への

支援や海外との共同研究に関する外部資金の獲

得を積極的に促進するための方策を検討する。

【指標】

(2) -1 本学の教育研究と関わりのある海外の大学

との連携・協力等について調査し、実現の可

能性を検討する。

５ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成す

るための措置

(1) 運営体制の改善に関する目標を達成するための措

置

ア 理事長（学長）が強いリーダーシップを発揮し、

効率的な運営ができるよう理事会、各審議会の役員
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

（2）事務等の効率化及び合理化に関する目標

機動的な運営ができる組織運営体制を整備するた

め、役員構成、組織体制等について常に検証し、

必要に応じて見直しを行う。

イ 各役員権限と責任を明確にするとともに、理事

会、経営審議会、教育研究審議会、教授会の機能

及び役割分担を明確にし、定期的に開催、連携し

て、法人としての迅速な意思決定ができる体制を

構築する。

ウ 学外の有識者、専門家及び産業界等から理事、

経営審議会委員、教育研究審議会委員を招聘し、

経営及び教育研究への幅広い知見を大学運営に生

かす。

エ 大学運営、中期計画の策定及び管理、大学広報

、他機関との連携等の重要な経営戦略を行うため

学長企画室を配置する。

オ  予算、人員などの経営資源を大学の優先課題に

重点的に配分し、戦略的かつ機動的な運営を行う

。

カ  教員と事務職員がそれぞれの専門を生かしつつ

一体となって、教職協働のもと事業の企画立案、

遂行する大学運営体制を構築する。

【指標】

(1) -1 ＦＤ・ＳＤ合同研修会の回数を年１回以上と

する。

及び委員の構成、組織体制について検証する。

イ 各理事の責任を明確にするとともに、理事会、各

審議会等を定期または臨時に開催し、各理事、各委

員間の意思疎通を深め、関係する機関が相互に連携

し迅速な意思決定ができる体制を構築・維持する。

ウ 経営や教育研究に関する幅広い知見を有する有

識者、専門家及び経営者等を理事、経営審議会委員、

教育研究審議会委員に招聘し、大学運営に生かす。

エ 大学運営、中期計画の管理、大学広報、他機関と

の連携等の重要な大学運営戦略の検討を行うため、

学長企画室を設置する。

オ 大学の諸課題に機動的に対処するため、予算編成

にあたっては事前評価によって、事業の優先度を明

確にした予算計上を行うとともに、人員についても

業務量に合わせ、適切に配置する。

カ 教員と職員が一体となって大学運営に参画する

体制を構築するため、教職協働体制を維持・充実さ

せる。

【指標】

(1) -1 教員及び職員に必要な知識を習得させるため

のＦＤ*25・ＳＤ合同研修会の開催回数を前年度

実績以上（または年１回以上）とする。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

職員の能力向上や事務の合理化を進め、限られた財

源と人的資源で効率的な大学運営を目指す。

   

（3）人事制度と人材育成に関する目標

人事評価制度の内容を適宜見直しながら、教職員の意

欲の向上を図る。また、教職員の資質向上を図るため、

(2) 事務等の効率化及び合理化に関する目標を達成す

るための措置

ア 的確かつ効率的に対応できる事務組織運営がで

きるよう、適宜、適切に組織体制の見直しを行う

。

イ 事務処理の効率化、迅速化を進めるため、事務

分担や決裁権限等について常に検証し必要に応じ

て見直しを行う。

ウ 全学的な課題に迅速に対応できるよう、その都

度、組織横断的に取組むプロジェクトチーム体制

を整備する。

エ 事務手続きや情報伝達手段における一層の効率

化を向上させるため、インターネットや学内情報

ネットワーク等のＩＴ利用を推進する。

オ 事務職員の専門性を高めるため職員採用、育成

を計画的に行うとともに、能力向上のためのＳＤ

研修及び学外研修を推進する。

【指標】

(2) -1  ＳＤ研修会の回数を年２回以上とする。

(2) -2  学外研修会の参加回数を年２回以上とする。

(3) 人事制度と人材育成に関する目標を達成するため

の措置

ア 教職員採用計画を策定し、適切な人事配置を行

(2) 事務等の効率化及び合理化に関する目標を達成す

るための措置

ア 大学運営を的確かつ効率的に対応できる適切な

事務組織体制について検証し、必要に応じて見直し

を行う。

イ 事務処理の効率化、迅速化を推進するため事務分

掌や決裁権限を検証し、必要に応じて見直しを行

う。

ウ 全学的な課題について、事務局内で関係する職員

を中心にプロジェクトチームを編成するなど、迅速

かつ的確に課題解決に取り組む体制づくりを行う。

エ 学内情報ネットワーク等を活用し、事務手続きの

簡素化を推進する。

オ 計画的に職員を採用するとともに、職員を育成す

るためにＳＤ研修会の開催や公立大学協会等の学

外研修会への職員参加を促進する。

【指標】

(2) -1 ＳＤ研修会の開催回数を前年度実績以上（ま

たは年２回以上）とする。

(2) -2 公立大学協会主催等の学外研修会への参加回

数を前年度実績以上（または年２回以上）とす

る。

(3) 人事制度と人材育成に関する目標を達成するため

の措置

ア 教職員採用計画に基づき、教職員の採用及び適切
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

ＦＤ※４やＳＤ※５を実施し、有能な教職員養成を目指す。

※４ ＦＤ：ファカルティ・ディベロップメント。大学

教員の教育能力を高めるための取組

※５ ＳＤ：スタッフ・ディベロップメント。大学職員

の能力を高めるための取組

う。

イ 原則として、公募による教職員採用を着実に行

い、手続きを明確にし、公正で透明度の高い制度

を運用する。

ウ 教職員の能力向上、大学運営組織の活性化を図

るため、研修計画に基づき、ＦＤ、ＳＤ活動の定

期的な実施、各種学会、研究会、研修会及びＯＪ

Ｔ*21等の研修を推進し、有能な人材を育成するこ

とにより組織力の強化を図る。

エ 教員の人事評価について、公立化前の評価制度

を踏まえ、｢教育活動｣、｢研究活動｣、｢社会貢献｣

､｢学内運営｣等を基本とする評価を実施するとと

もに、評価項目と効果について随時検証を行う。

オ 事務職員の人事評価について、千歳市の人事評

価制度を踏まえ、新たな評価制度を設計、運用す

るとともに、その効果について随時見直しを行う

。

カ 教育・研究ポテンシャルの向上に向けて、新規

採用、人員配置の見直しを行う。併せてサバティ

カル制度等、学外での研鑽のあり方を検討する。

【指標】

(3) -1  教員のＦＤ研修会の回数を年２回以上とす

る。

な人事配置を行う。

イ 教員採用は原則として公募とし、研究人材のため

のキャリア支援ポータルサイトの活用、並びに本学

ホームページ上での募集情報公開を行う。また、職

員採用には、新聞に募集情報を掲載するとともに、

本学ホームページで募集情報を公開し、公募を行

う。

ウ 組織力を強化するため、ＦＤ・ＳＤ合同研修会の

開催及び公立大学協会主催の研修会への職員派遣、

このほか各種学会、研究会、研修会への教員参加を

促し、教員と職員の能力向上を図る。

エ 教員の人事評価について｢教育活動｣、｢研究活

動｣、｢地域・社会・大学貢献に関する活動｣に関する

評価を実施するとともに、評価項目と効果について

随時検証を行う。

オ 事務職員の人事評価制度を運用するとともに、そ

の効果について随時検証を行う。

カ 教員採用計画に沿った新規採用を行うとともに、

人員配置の適切性について適宜検証する。併せて、

教員の学外での研鑽のあり方について抽出した課

題に対する解決策を検討する。

【指標】

(3) -1 ＦＤ研修会の開催回数を前年度実績以上（ま

たは年２回以上）とする。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

６ 財務内容の改善に関する目標

（1）自己収入の確保に関する目標

研究活動を活発に行えるよう、科学研究費助成事業、

共同研究、寄附金などの外部研究資金の獲得を推進する

。

６ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措   

置

(1) 自己収入の確保に関する目標を達成するための措

置

ア  競争的研究資金、共同研究、受託研究、奨学寄

附金などの外部資金を獲得するための施策を推進

する。

イ 科学研究費助成事業の申請率(研究代表者)を高

める。

ウ 科研費採択率向上に向けて、申請書の書き方等

の研修会を開催する。

エ 外部資金を獲得するため大学の研究内容を広く

ＰＲするとともに、学内の地域連携センターを中

心に募集情報等の収集、教員への提供、申請等の

支援体制を整備する。

オ 教育研究活動の充実を図るための資金確保を目

的に幅広く寄附を募集するための施策を検討する

。

【指標】

(1）-1 科学研究費助成事業応募申請率を本中期計

画期間中に専門教育担当教員の１００％とす

る。

(1) -2 外部資金獲得件数

受託・共同研究を本中期計画期間中に年

２０件以上にする。

６ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措

置

(1) 自己収入の確保に関する目標を達成するための措

置

ア  外部資金を獲得するための施策について調査・検

討を行い、必要な情報を教員に提供する。

イ 科学研究費助成事業＊26の申請率を高めるため、同

事業の説明会等を通じて応募申請の勧奨を行う。

ウ 科研費の獲得に向けて研究計画書の書き方等の

研修会を開催する。

エ 外部資金を獲得するため、大学の研究内容を紹介

する研究シーズ集＊27を作成し、企業や研究機関等に

配付して周知する。また、地域連携センターによる

支援のあり方について検討する。

オ 教育研究活動の充実を図るため、幅広く寄附金を

募集する。また、新たな自己収入拡大のための施策

について調査・検討を行い、有効な施策は適宜実施

する。

【指標】

(1) -1 専門教育担当教員の科学研究費助成事業応

募申請率を８０％以上とする。

(1) -2 外部資金獲得件数

受託・共同研究を年２０件以上にする。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

（2）経費節減に関する目標

教育水準の維持向上に配慮しながら業務の点検及び精

査を行い、適切に予算を配分するとともに、効率的かつ

合理的な予算の執行により経費の節減を図る。

７ 自己点検、評価及び情報公開に関する目標

（1）評価に関する目標

第三者評価を活用しながら教育研究及び組織運営につ

いて定期的に自己点検を実施し、その結果を公表すると

奨学寄附金を本中期計画期間中に年１５件

以上にする。

(2) 経費節減に関する目標を達成するための措置

ア  予算は、中期計画に沿って、編成する。

イ 予算執行にあっては、創意工夫し、重点的かつ

効率的に運用する。

ウ 教育研究の質の向上及び活性化を図るとともに

、法人の健全な経営を確保するため教職員全員が

コスト意識を持ち、業務の改善、見直しに取組む

。

エ 管理的経費については、物品備品の購入方法や

契約方法の見直しを進めるなど効率的な執行に取

組む。

オ 設備維持管理等の契約期間の複数年化、契約の

集約化による契約により軽減を図る。

【指標】

(2) -1  健全な財務運営のため、当該計画の予算の

範囲内で収支均衡を図る。

７ 自己点検、評価及び情報公開に関する目標を達成

するための措置

(1) 評価に関する目標を達成するための措置

ア 教育研究活動及び大学運営状況について、中期

奨学寄附金の受入れ実績を前年度以上にす

る。

(2) 経費節減に関する目標を達成するための措置

ア  中期計画の目標を達成できる予算を編成する。

イ 予算を重点的かつ効率的に執行できるように、創  

意工夫を施す。

ウ 組織全体のコスト意識の醸成、各事業及び業務の

点検・改善・見直しの取組として、費用対効果を踏

まえながら教育研究の質の向上や活性化を図ると

ともに、教職員全員に予算資料を配付し、また職員

の管理職には予算の仕組み、財政の状況を説明す

る。

エ 物品購入等にあたっては、事務局共通の消耗品等

について購入及び契約の方法を適宜見直す。

オ 設備維持管理等の業務委託契約について、複数年

契約等による削減効果を検証し、効果が期待できる

契約について順次見直しを行う。

【指標】

(2) -1 健全な財務運営のため、当該計画の予算の

範囲内で収支均衡を図る。

７ 自己点検、評価及び情報公開に関する目標を達成す

るための措置

(1) 評価に関する目標を達成するための措置

ア 教育研究活動及び大学運営状況について、中期
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

ともに、評価結果を改善につなげる。

（2）情報公開及び広報活動に関する目標

中期計画、年度計画、財務諸表及び自己点検による評

価結果等の法令上公表が求められている事項はもとより

、教育研究活動や地域貢献活動などについて速やかに公

表する。また、効果的な広報活動を行い、より多くの学

生に選ばれる大学を目指す。

目標、中期計画の達成状況、成果を検証し、改善

を図るため、理事会、経営審議会、教育研究審議

会で十分に検討し、適切に改善策を行う。

イ 認証評価機関による評価を令和５年度に受審す

る。

【指標】

(1) -1  認証評価機関の評価で｢適合｣を取得する。

(2) 情報公開及び広報活動に関する目標を達成するた

めの措置

ア 法人運営の透明性を高め、市民に対する説明責

任を果たすため法令上公表が求められている事項

(中期計画、年度計画、財務諸表等)の法人情報を

大学ホームページ等に掲載し、積極的な情報公開

を行う。

イ 自己点検、自己評価及び第三者評価(千歳市

公立大学法人評価委員会、認証評価機関)による

評価結果を報告書やホームージで公表する。

ウ 大学の教育研究活動や地域貢献活動について、

効果的、効率的な広報活動を行うとともに大学の

ブランド力、認知度を向上させるための広報分析

等に基づいた戦略的な広報活動を展開する。

【指標】

目標、中期計画の達成状況や成果をもとに、理事会、

経営審議会、教育研究審議会で十分に検討し、必要

な改善に取り組む。

イ 自己点検評価を実施するとともに、認証評価機関

による評価受審（令和５年度）に必要な点検評価ポ

ートフォリオ*28を作成する。

【指標】

(1) -1 令和５年度に受審を予定している認証評価

機関の評価で「適合」を取得できるように、

十分な検討と準備を進める。

(2) 情報公開及び広報活動に関する目標を達成するた

めの措置

ア 法人運営の透明性を高め、市民に対する説明責任

を果たすため、法令上、公表が求められている事項

(中期計画、年度計画、業務実績報告、財務諸表等)

の法人情報を本学ホームページ等に掲載し、積極的

な情報公開を行う。

イ 業務実績に関する自己点検、自己評価や第三者に

よる評価の結果をホームページで公表する。

ウ 大学の教育研究活動や地域貢献活動について、よ

り効率的かつ効果的な方法で広報を行う。また、新

入生のアンケート調査結果等を分析し、戦略的な広

報活動を展開する。

【指標】
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

８ その他業務運営に関する重要目標

（1）法令遵守及び人権の尊重に関する目標

教職員及び学生の法令遵守の意識向上の研修を行うと

ともに、ハラスメントなどの人権侵害の防止に向けた取

組を推進する。

(2) -1  ホームページ内のニューストピックスの件

数を年１００件以上とする。

(2) -2  新聞社へのプレスリリースの回数を年２０

件以上とする。

８ その他業務運営に関する重要目標を達成するため

の措置

(1) 法令遵守及び人権の尊重に関する目標を達成する

ための措置

ア 大学は、社会的使命や業務の公共性から高い倫

理観、厳格な法令遵守（コンプライアンス）が求

められることから、教職員、学生にその啓発と教

育研修を実施する。

イ 各種ハラスメントをなくすために、教職員並び

に学生に対しハラスメントに関するルール、相談

窓口体制を周知徹底すると共に、人権に関するガ

イダンス等を開催し人権尊重の意識向上に取組む

。

ウ 研究活動における不正行為や研究費の不正使用

の防止対策のため、研修会を実施する。

【指標】

(1) -1  コンプライアンスの研修会を年１回以上と

(2) -1 本学ホームページに学内の「ピックアップ」

及び「NEWS お知らせ」の記事件数を年１００

件以上とする。

(2) -2 報道機関へのプレスリリースの回数を前年度

実績以上（または年２０件以上）とする。

８ その他業務運営に関する重要目標を達成するため

の措置

(1) 法令遵守及び人権の尊重に関する目標を達成する

ための措置

ア 社会的使命や業務の公共性から高い倫理観と

厳格な法令遵守（コンプライアンス）が求められ

ることから、教職員、学生にその啓発を図るとと

もに、教育研修会を開催する。

イ 教職員及び学生に対し、ハラスメントに関する

ルールや相談窓口を学内掲示板、ポータルサイト
*29で周知する。さらに、学生には年度当初のガイ

ダンス時にキャンパスハラスメントについて、具

体的事例や相談方法を紹介する。また、教職員を

対象にした外部講師によるハラスメント研修会

を開催する。

ウ 研究活動における不正行為や研究費の不正使

用の防止対策のため、教員には研修会を実施する

とともに、大学院生には、年度当初のガイダンス

で周知徹底を図る。

【指標】

(1) -1  コンプライアンスに関する研修会の開催回
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

（2）安全衛生及び危機管理に関する目標

学生及び教職員の安心・安全な教育研究環境を確保す

るとともに、災害、事故、犯罪等に対して迅速かつ適切

に対応するための体制を整備する。

する。

(1) -2  人権尊重の意識向上対策活動として教職員

並びに学生に対し年１回以上研修を行う。

(1) -3 eラーニングによる研究倫理研修の教員参

加率を年１００％とする。

(2) 安全衛生及び危機管理に関する目標を達成するた

めの措置

ア 労働安全衛生法、その他の法令に基づき、安全

衛生に関する必要な規程、体制整備を図り学生、

教職員の健康保持及び安全衛生の向上を図る。

イ 教育、研究での危険物や実験器具等の管理及び

使用に関する手引きを整備、学生への指導を徹底

し、事故防止の啓発を行う。

ウ 情報セキュリティポリシーについて、公的機関

の基準を参考に見直しを適宜行うと共に、教職員

への周知及び研修等を行う。

エ 大学において発生、又は発生が予測される事故

、災害の発生に適切に対応するため危機管理体制

を構築する。

オ 大規模地震、災害等により大学運営への影響を

最小限にするため、学内の防災、減災対策を行う

ため防災計画、マニュアル等を整備し、定期的に

消防訓練等を行う。

数を前年度実績以上（または年１回以上）とす

る。

（1）-2  人権尊重の意識向上対策活動として、教職

員及び学生を対象とする研修会の開催回数を

年１回以上とする。

(1) -3 日本学術振興会が実施する e ラーニング

による研究倫理研修への新任教員参加率を１

００％にする。

(2) 安全衛生及び危機管理に関する目標を達成するた

めの措置

ア 学生、教職員の健康保持及び安全衛生の向上を図

るため、現行規程の検証・見直しを行うとともに、

衛生委員会を定期的に開催する。

イ 教育、研究での危険物や実験器具等の管理及び使

用に関する手引きを整備するとともに、学生への指

導を徹底し、事故防止の啓発を行う。

ウ 情報セキュリティポリシーを適宜検証するとと

もに、セキュリティポリシーをＳＤ研修やＦＤ研修

を通じて、教職員に周知する。

エ 災害時における教職員の行動内容を検証し、危機

管理体制構築に向けた検討を行う。

オ 大規模地震、災害等により大学運営への影響を最

小限にするため、防災計画・マニュアル等の整備を

継続するとともに、消防訓練を定期的に行う。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

（3）施設・設備の整備、活用等に関する目標

良好な教育研究環境を保つため、施設・設備の適切な

維持管理を行うとともに、時代のニーズに応じた整備に

関する目標と計画を策定し、実施する。また、教育研究

及び管理に支障のない範囲において、施設・設備の地域

での活用を図る。

【指標】

(2) -1  情報セキュリティに関する研修会を年１回

以上とする。

(2) -2  消防訓練の実施を年２回以上とする。

(3) 施設・設備の整備、活用等に関する目標を達成す

るための措置

ア 快適な教育研究環境を学生に提供するため大学

施設、設備の最適化を図り、修繕計画を策定し、

改修、維持管理を効率的に実施する。

イ 設備更新の際は、省エネルギー化、ＣＯ2削減

等環境に配慮する。

ウ 学生の主体的な学びを促す教育方法（グループ

ワーク等）に対応する施設を備えた校舎の新増設

を実施する。

【指標】

(3) -1  本中期計画期間中にグループワークを取り

入れた授業科目数を平成３０年度比1.5倍以

上にする。

(3) -2  施設改修、維持管理を適切に実施するため

、本中期計画期間中に修繕計画を作成する。

【指標】

(2) -1 情報セキュリティに関する研修会を年１回

以上行う。

(2) -2 消防訓練について、図上訓練と実地訓練を

各１回行う。

(3) 施設・設備の整備、活用等に関する目標を達成する

ための措置

ア 大学施設、設備の改修、維持管理を効率的に行う

とともに、更新整備計画の見直し及び修繕等に関す

る計画の整備に取り組む。また、大学の施設等の貸

出しについて検討を行う。

イ 省エネルギー化、ＣＯ2 削減等環境に配慮した設

備更新を行う。

ウ 新設した校舎が、学生の主体的な学びを促す教育

方法で運用されていることを検証する。

【指標】

(3) -1  グループワークを取り入れた授業科目数を

平成３０年度比１．５倍以上とする。

(3) -2  施設改修、維持管理を適切に実施するため、

インフラ長寿命化基本計画を踏まえた個別施

設計画策定の準備を進める。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

９ 中期目標期間において達成すべき数値的目標

(1) 教育研究等の質の向上に関する目標

ア 入学定員を確保し、令和３年度以降継続して収容定

員の充足を図る。

イ 科学研究費助成事業の全国採択率以上を目指す。

ウ 就職希望者就職率１００％を目指す。

(2) 地域社会等との連携・協力に関する目標

公開講座について、市民ニーズの把握と実施内容の満

足度の向上を目指す。

(3) 財務内容の改善に関する目標

令和３年度以降継続して収容定員の充足を図り、不断

の経営努力による健全経営を目指す。

(4) その他の目標

ＦＤ及びＳＤを合計年５回以上実施する。

９ 中期計画期間において達成すべき数値的目標

  中期目標における次の(1)から(4)の目標を達成す

るため、上記２から８に掲げた計画を実施する。

(1) 教育研究等の質の向上に関する目標

ア 入学定員を確保し、令和３年度以降継続して収

容定員の充足を図る。

イ 科学研究費助成事業の全国採択率以上を目指す。

ウ 就職希望者就職率１００％を目指す。

(2) 地域社会等との連携・協力に関する目標

公開講座について、市民ニーズの把握と実施内容

の満足度の向上を目指す。

(3) 財務内容の改善に関する目標

令和３年度以降継続して収容定員の充足を図り、

不断の経営努力による健全経営を目指す。

(4) その他の目標

ＦＤ及びＳＤを合計年５回以上実施する。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

１０ 予算(人件費を含む)、収支計画及び資金計画

（1） 予算(平成３１年４月１日から令和７年３月３１

日)

(２０１９年４月１日から２０２５年３月３１日)

(単位：百万円)

区   分 金   額

収入

運営費交付金

補助金（千歳市補助金）

自己収入

授業料等及び入学検定料収入

雑収入

受託研究等収入

寄附金収入

計

５，４４８

２，１５３

３，９８１

３，７６５

２１６

１６２

７２

１１，８１６

支出

業務費

教育研究経費

人件費

一般管理費

受託研究費等

施設設備整備事業費

計

９，５０１

３，３５３

５，０１５

１，１３３

１６２

２，１５３

１１，８１６

１０ 予算(人件費を含む)、収支計画及び資金計画

（1） 予算(令和４年４月１日から令和５年３月３１日)

         (単位：千円)

区   分 金   額

収入

運営費交付金

補助金等(千歳市施設整備補助金)

補助金等(千歳市修学支援減免費用)

自己収入

授業料等及び入学検定料収入

補助金収入

雑収入

受託研究等収入

寄附金収入

計

  ８６９，９４２

２３１，７６０

８９，２０６

  ７０６，３５５

６６９，５５０

６，４１０

３０，３９５

３５，２９６

７，９７０

１，９４０，５２９

支出

業務費

教育研究経費

人件費

一般管理費

受託研究費等

施設設備整備事業費

計

１，６７３，４７３

  ５３２，２４２

９４８，９０８

１９２，３２３

   ３５，２９６

２３１，７６０

１，９４０，５２９
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

(運営費交付金の算定方法又は、各費目の積算の考え

方等)

【各費目の積算にあたっての基本的な考え方】

① 運営費交付金

学校法人千歳科学技術大学での実績をもとに

、公立大学法人化後に新たに発生する経費を加

えて必要な額を積み上げ、その合計額から授業

料等の自己収入を差し引いた額とする。ただし

、運営費交付金の算定方法については、各事業

年度の予算編成過程を経て新たに構築する。

② 補助金(千歳市補助金)

校舎の新増設及び施設設備の取替更新、大規

模修繕に要する経費に対する、学校法人千歳科

学技術大学が千歳市に寄附する｢減価償却引当

特定資産｣を原資とし、千歳市が造成、保有する

｢公立千歳科学技術大学施設整備基金｣を財源と

する補助金である。

③ 授業料及び入学検定料収入

学校法人千歳科学技術大学における平成３０

年度の学生数をもとに、入学者数を想定したう

えで積算した。

④ 雑収入

学校法人千歳科学技術大学の実績をもとに積

算した。

⑤ 受託研究等収入及び寄附金収入

学校法人千歳科学技術大学の実績を踏まえつ
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

つ、研究活性化に伴う外部資金の獲得を見込ん

で積算した。

⑥ 教育研究経費及び一般管理費

学校法人千歳科学技術大学の実績をもとに、

公立大学法人化後に新たに発生する経費を加え

て積算した。

⑦ 人件費

学校法人千歳科学技術大学の実績をもとに、

教職員の定年退職に伴う補充採用及び教育研究

、地域貢献並びにそれらの支援体制の充実を図

るため、教職員の拡充採用を見込んで積算した

。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

（2） 収支計画(平成３１年４月１日から令和７年３月

３１日)

(２０１９年４月１日から２０２５年３月３１日)

               (単位：百万円)

区   分 金   額

費用の部

経常費用

  業務費

   教育研究経費

   受託研究費等

   人件費

  一般管理費

  減価償却額

１０，４８０

８，３２６

３，１４９

１６２

５，０１５

１，１３３

１，０２１

収益の部

経常収益

  運営費交付金収益

  補助金収益

授業料収益

  入学金収益

  検定料収益

  受託研究等収益

  寄附金収益

  財務収益

  雑益

  資産見返負債戻入

１０，４８０

５，２４４

０

３，１２３

４６８

１７４

１６２

７２

０

２１６

１，０２１

純利益

総利益

０

０

（2） 収支計画(令和４年４月１日から令和５年３月３１

日)

                  (単位：千円)

区   分 金   額

費用の部

経常費用

  業務費

   教育研究経費

   受託研究費等

   人件費

  一般管理費

  減価償却額

１，９４４，７５８

１，５１６，４４６

５３２，２４２

３５，２９６

９４８，９０８

１９２，３２３

２３５，９８９

収益の部

経常収益

  運営費交付金収益

  補助金等収益

授業料収益

  入学金収益

  検定料収益

  受託研究等収益

  寄附金収益

  財務収益

  雑益

  資産見返負債戻入

１，９４４，７５８

８６９，９４２

   ９５，６１６

５７８，８５７

７２，０５１

１８，６４２

３５，２９６

７，９７０

１０８

３０，２８７

２３５，９８９   

純利益

総利益

０

０
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

（3） 資金計画(平成３１年４月１日から令和７年３月

３１日)

(２０１９年４月１日から２０２５年３月３１日)

（単位：百万円）

区   分 金   額

資金支出

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期目標期間への繰越金

１２，５９２

９，４５９

２，３５７

０

７７６

資金収入

業務活動による収入

  運営費交付金による収入

  補助金による収入

授業料等及び入学検定料

による収入

  受託研究等による収入

  寄附金による収入

  その他の収入

投資活動による収入

財務活動による収入

１２，５９２

１２，５９２

５，４４８

２，１５３

３，７６５

１６２

８４８

２１６

０

０

※寄附金による収入に、学校法人千歳科学技術大学からの寄

附金を含む。

（3） 資金計画(令和４年４月１日から令和５年３月３１

日)

                    （単位：千円）

区   分 金   額

資金支出

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次年度への繰越金

３，１０４，１０８

１，７０８，７６９

２３１，７６０

０

１，１６３，５７９

資金収入

業務活動による収入

  運営費交付金による収入

  補助金等による収入

  授業料等及び入学検定料

による収入

  受託研究等による収入

  寄附金による収入

  その他の収入

投資活動による収入

財務活動による収入

前年度からの繰越金

３，１０４，１０８

１，７０８，６７９

８６９，９４２

９５，６１６

６６９，５５０

３５，２９６

７，８８０

３０，３９５

２３１，７６０

０

１，１６３，６６９
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

１１ 短期借入金の限度額

(1) 限度額 ２億円

(2) 想定される理由

事故の発生等により、緊急に必要となる対策費

として借り入れることが想定される。

１２ 出資等に係る不要財産の処分に関する計画

     なし

１３ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

１４ 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育研

究の質の向上、組織運営及び施設設備の改善に充

てる。

１５ 公立大学法人公立千歳科学技術大学の業務運営並

びに財務及び会計に関する規則で定める事項

(1) 施設及び設備に関する計画

ア  教員の増員及びアクティブ・ラーニング等、学

生の主体的な学びを促す教育方法を取入れる授業

科目の増加等に対応するため、ラーニング・コモ

ンズ、研究室等から構成される校舎の新増設を令

和４年度供用開始に向けて推進する。

イ 既存校舎、施設設備について、故障や老朽化等

による必要な整備を計画的に実施する。また、教

育研究の推進及び学生サービスの維持向上に必要

な施設設備を整備する。具体的な整備内容は各事

業年度の予算編成過程において、必要性、優先度

等により決定する。

１１ 短期借入金の限度額

(1)  限度額 ２億円

(2)  想定される理由

事故の発生等により、緊急に必要となる対策

費として借り入れることが想定される。

１２ 出資等に係る不要財産の処分に関する計画

    なし

１３ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

１４ 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育

研究の質の向上、組織運営及び施設設備の改善

に充てる。

１５ 公立大学法人公立千歳科学技術大学の業務運営

並びに財務及び会計に関する規則で定める事項

(1)  施設及び設備に関する計画

既存校舎、施設設備について、故障や老朽化等

による必要な整備を計画的に実施する。また、教

育研究の推進及び学生サービスの維持向上に必要

な施設設備を整備する。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

計   画 予定額 財  源

①校舎の新増設、新規採

用教員の研究室整備
1,500百万円千歳市補助金

②既存校舎、施設設備に

係る取替更新、大規模

修繕

653百万円千歳市補助金

(2) 人事に関する計画

ア 教員並びに職員の採用は原則公募制とし、幅広

く優秀な人材を確保する。

イ 教員については、ＦＤ研修の実施及び検証を行

い、資質向上を図る。

ウ 職員については、ＳＤ研修の充実や適切な人事

異動により、大学運営に求められる知識・経験を

蓄積することで、能力向上を図る。

(3) 中期目標の期間を超える債務負担

なし

(4) 積立金の使途

なし

(5) その他法人の業務運営に関し必要な事項

  なし

計   画 予定額 財  源

①新規採用教員の

研究室整備
29,000千円

千歳市施設

整備補助金

②既存校舎、施設設

備に係る取替更

新、大規模修繕

202,760千円
千歳市施設

整備補助金

(2) 人事に関する計画

ア 教員並びに職員の採用は原則公募制とし、幅広

く優秀な人材を確保する。

イ 教員には、ＦＤ研修の実施及び検証を行い、資

質向上を図る。

ウ 職員には、ＳＤ研修の充実や適切な人事異動に

より、大学運営に求められる知識、経験を蓄積す

ることで能力向上を図る。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

用  語  解  説

＊１ リテラシー

知識を活用して問題を解決する能力のこと。習得

した知識を現実の問題に活用できる能力をいう。

＊２ ＡＯ入試

詳細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を組

み合わせることによって、入学志願者の能力・適性

や学習に対する意欲、目的意識等を総合的に判定す

る入試方法。（文部科学省HP）

＊３ ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

各大学、学部・学科等の教育理念に基づき、どの

ような力を身に付けた者に卒業を認定し、学位を授

与するのかを定める基本的な方針。

(出典：中央教育審議会分科会大学教育部会資料

2016.3.31)

＊４ コンピテンシー

知識・技術・能力等を活用する又は活用できる能

力。(資質、行動特性)

＊５ シラバス

各授業科目の詳細な授業計画。一般に、大学の授

業名、担当教員名、講義目的、回数ごとの授業内容

、成績評価方法・基準、準備学習等についての具体

的な指示、教科書・参考文献、履修条件等が記され

ており、学生が各授業科目の準備学習等を進めるた

めの基本となるもの。

（出典：中央教育審議会「学士課程教育の構築に向

けて」(答申)2008年12月）

用  語  解  説

＊１ 一般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜

文部科学省は、2020年度より入試改革として多面

的・総合的な評価の観点からの改善を図りつつ、

各々の入学者選抜としての特性をより明確にする

ため、入試区分を次のように改めた。

  （ 変更前 ）    ( 変更後 )

・「一般入試」→ 「一般選抜」

・「ＡＯ入試」→ 「総合型選抜」

・「推薦入試」→ 「学校推薦型選抜」

＊２ 総合型選抜

詳細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を

組み合わせることによって、入学志願者の能力・適

性や学習に対する意欲、目的意識等を総合的に判定

する入試方法。（文部科学省HP）

＊３ カリキュラムマップ

科目間の繋がりを体系的に示した図。

＊４ シラバス

各授業科目の詳細な授業計画。一般に、大学の授

業名、担当教員名、講義目的、回数ごとの授業内容、

成績評価方法・基準、準備学習等についての具体的

な指示、教科書・参考文献、履修条件等が記されて

おり、学生が各授業科目の準備学習等を進めるため

の基本となるもの。

（出典：中央教育審議会「学士課程教育の構築に向け

て」(答申)2008年12月）

＊５ コンピテンシー
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

＊６ ポートフォリオ

学生の正課及び正課外で取組んだ何らかの成果物

を蓄積して、自分の能力養成の振返りに活用するツ

ールで一般的には、情報システムを活用する。本学

では、「高大接続改革推進事業」により、社会の要

請に基づく質保証に応え、もって高大接続システム

改革に資する教育システムの確立を目指している。

獲得すべきコンピテンシーを定義していることから

、これに沿って獲得した状況やそのエビデンスとな

る学修成果物を蓄積できるようにする。  

＊７ ＩＣＴ(Information and Communication 

Technology（情報通信技術）)

   コンピュータや情報通信ネットワーク（インター

ネット等）などの情報コミュニケーション技術のこ

と。

（出典：「教育の情報化に関する手引」 2010年

10月）

＊８ ラーニング・コモンズ

大学等での教育機関にて能動的に学修する学生の

利用目的や学修方法にあわせ、図書館資料やＩＣＴ

を柔軟に活用し、効率的に学修を進めるための総合

的な学修環境。

＊９ 学際系科目

特定の学問領域にとどまらず、いくつかの分野に

またがる科目。

＊10 専任教員ＳＴ比

教員１人当たりの学生数の比率で教育環境の指標  

＊11 サバティカル制度

   知識・技術・能力等を活用する又は活用できる能

力。(資質、行動特性)

＊６ e-ポートフォリオ

学生の正課及び正課外で取組んだ何らかの成果

物を蓄積して、自分の能力養成の振返りに活用する

ツールで一般的には、情報システムを活用する。本

学では、「高大接続改革推進事業」により、社会の

要請に基づく質保証に応え、もって高大接続システ

ム改革に資する教育システムの確立を目指してい

る。獲得すべきコンピテンシーを定義していること

から、これに沿って獲得した状況やそのエビデンス

となる学修成果物を蓄積できるようにする。

＊７ IR委員会

IR はエビデンスベースから大学教育改善へとつ

なげることを大学内制度として組み入れることを

指し、IRの諸機能のうち「教育改善に関する機能を

担うデータ」に基づき、学修支援方策等を検討する

委員会。

＊８ 言語リテラシー

リテラシーとは、知識を活用して問題を解決する

能力のこと。習得した知識を現実の問題に活用でき

る能力をいう。言語リテラシーとは、日本語を運用

する能力のこと。

＊９ 地域課題プロジェクト

令和２年度入学者から適用したカリキュラムに

て新設した科目で、地域の課題をグループ単位で発

見し、その解決の方策をグループでのディスカッシ

ョン等により見いだすことにより協働性や主体性
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

   長期間勤務した教員の教育向上と研究の推進を目

的に、学内の職務を一定期間免除して長期の教育・

研究等の期間を与える制度。

＊12 科研費

科学研究費助成事業の略。文部科学省及び独立行

政法人日本学術振興会が実施する助成事業。

＊13 競争的外部資金

客観的かつ厳正な審査を経て選択的に配分される

学外の研究資金。

＊14 『スマートネイチャーシティちとせ(Smart 

Nature City ちとせ)』(ＳＮＣ)構想

本学が有する理工系の人材と知識を千歳のまちづ

くりに展開することで地域経済活性化や市民生活向

上などの効果を生み、地域の発展に寄与する公立千

歳科学技術大学の構想。

＊15 ＰＷＣ

特定非営利活動法人ホトニクスワールドコンソー

シアムの略。千歳市が事務局を担い、産学官が共同

し先端テクノロジーの研究開発拠点の形成と新産業

の創出・育成を目指す組織として、本学と共に各種

研究プロジェクトを強力に推進している。

＊16 eラーニングシステム

インターネットなど情報技術を用いて行う学習シ

ステム。

＊17  理科工房

持続的な科学啓蒙活動や地域連携活動を実践する

本学の学生プロジェクトチーム。千歳市内外の児童

・生徒を主に対象として理科実験などの演示を行っ

などを養い、人間力を高めることを主な目的とした

科目。

＊10 ラーニング・コモンズ

大学等での教育機関にて能動的に学修する学生

の利用目的や学修方法にあわせ、図書館資料やＩＣ

Ｔを柔軟に活用し、効率的に学修を進めるための総

合的な学修環境。

＊ 11 Ｉ Ｃ Ｔ (Information and Communication 

Technology（情報通信技術）)

   コンピュータや情報通信ネットワーク（インター

ネット等）などの情報コミュニケーション技術のこ

と。（出典：「教育の情報化に関する手引」 2010

年10月）

＊12 ＦＤ(ファカルティ・ディベロップメント)委員会

大学教員の教育能力を高めるための取組を行う

教員組織。

＊13 大学紀要

大学・研究機関等において、学部、学科、専攻な

どの単位で刊行される学術雑誌。

＊14 専任教員ＳＴ比

教員１人当たりの学生数の比率で教育環境の指

標。

＊15 サバティカル制度

長期間勤務した教員の教育向上と研究の推進を

目的に、学内の職務を一定期間免除して長期の教

育・研究等の期間を与える制度。

＊16 競争的外部資金

客観的かつ厳正な審査を経て選択的に配分され
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

ている。

＊18 学習ボランティア

本学の学習ボランティアとは、千歳市内の小中学

校、高等学校及び生活困窮世帯の中学生・高校生を

対象とした千歳市学習支援事業において、児童・生

徒を対象に学習支援を行っている学生をいう。

＊19 ＦＤ(ファカルティ・ディベロップメント)

大学教員の教育能力を高めるための取組。

＊20 ＳＤ(スタッフ・ディベロップメント)

大学職員の能力を高めるための取組。

＊21 ＯＪＴ

オン・ザ‐ジョブ・トレーニング。職場での実務

を通じて行う教育訓練。

る学外の研究資金。

＊17 ＳＮＣ構想『スマート ネイチャー シティちとせ

(Smart Nature City ちとせ)』

本学が有する理工系の人材と知識を千歳のまち

づくりに展開することで地域経済活性化や市民生

活向上などの効果を生み、地域の発展に寄与する公

立千歳科学技術大学の構想。

＊18 学長への手紙

学生ニーズを把握する方法の一つであり、個人や

団体の別を問わず、学生はいつでも忌憚のない意見

や要望等を学長に伝えることができ、その手段とし

て利用される投書や電子メール。

＊19 理科工房

持続的な科学啓蒙活動や地域連携活動を実践す

る本学の学生プロジェクトチーム。千歳市内外の児

童・生徒を主な対象として理科実験などの演示を行

っている。

＊20 ＰＷＣ

特定非営利活動法人ホトニクスワールドコンソ

ーシアムの略。千歳市が事務局を担い、産学官が共

同し先端テクノロジーの研究開発拠点の形成と新

産業の創出・育成を目指す組織として、本学と共に

各種研究プロジェクトを強力に推進している。

＊21 eラーニングシステム

インターネットなど情報技術を用いて行う学習

システム。

＊22 ＣＢＴ（Computer Based Test）

インターネットを利用して試験を行う仕組み。
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中期目標 中期計画 令和４年度計画

＊23 学習ボランティア

本学の学習ボランティアとは、千歳市内の中学

校、高等学校及び生活困窮世帯の中学生・高校生を

対象とした千歳市学習支援事業及び高大連携事業

において、児童・生徒を対象に学習支援を行ってい

る学生をいう。

＊24 ＳＤ(スタッフ・ディベロップメント)

大学職員の能力を高めるための取組。

＊25 ＦＤ(ファカルティ・ディベロップメント)

大学教員の教育能力を高めるための取組。

＊26 科学研究費助成事業

文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会が

実施する助成事業。科研費は、科学研究費助成事業

の略。

＊27 研究シーズ集

研究者が保有している科学技術研究の種(Seeds

＝シーズ) となる研究や事業化が見込まれる開発

研究を紹介した冊子。

＊28 点検評価ポートフォリオ

認証評価機関である大学教育質保証・評価センタ

ーの評価を受審する際に提出する様式。

＊29 ポータルサイト

事務局から学生や教員に各種連絡通知が行える

システム。


